
郡山市母子健康相談実施要領  

平成１５年４月１日制定 

１ 目的 

   母子保健法に基づき、乳幼児及びその保護者等に対して相談指導を行い、乳幼児の健やか

な発達を支援する。 

２ 対象者 

   市内に居住する乳幼児及びその保護者等 

３ 相談の種類及び実施内容 

   別表のとおりとする。 

４ 料金 

   無料 

５ 規定外事項 

   この要領に定めるもののほか、健康相談の実施に必要な事項については、その都度定める 

  ものとする。 

   附則 

（施行期日） 

   この要領は平成１５年４月１日から施行する。 

   附則 

 （施行期日） 

   この要領は平成２０年４月１日から施行する。 

   附則 

 （施行期日） 

   この要領は平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

 （施行期日） 

   この要領は令和４年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

   この要領は令和７年４月１日から施行する。 




